
2002年出土の木簡

を
裏
付
け
る
初
の
出
土
資
料
と
し
て
重
要
で
あ
る
。

②
は
付
札
木
簡
で
あ
る
。
上
部
の
半
分
以
上
が
欠
損
し
て
い
る
が
、
キ
リ
オ

リ
痕
跡
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
廃
棄
後
の
破
損
と
考
え
ら
れ
る
。
「□

□
山
村
里
」
は
人
名
ま
た
は
地
名
と
推
定
さ
れ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

な
お
、
木
簡
の
釈
読
に
あ
た
っ
て
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
平
川
南
氏

に
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。

９
　
関
係
文
献

⑭
石
川
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

『石
川
県
埋
蔵
文
化
財
情
報
』
三

・
四
号

０
一〇
〇
〇
年
）

（金
山
哲
哉
）

な
か

や

石
川
。中
屋
サ
ワ
遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
石
川
県
金
沢
市
中
屋
町

・
福
増
町

２
　
調
査
期
間
　
　
一
一〇
〇

一
年
度
調
査
　
一
一〇
〇

一
年

（平
１３
）
六
月
―
二

〇
〇
二
年
三
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
金
沢
市
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
谷
口
宗
治

・
前
田
雪
恵

。
向
井
裕
知

５
　
遺
跡
の
種
類
　
集
落
跡

・
荘
園
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
縄
文
時
代
―
近
世

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

中
屋
サ
ワ
遺
跡
は
、
手
取
川
扇
状
地
の
扇
端
部
に
位
置
す
る
縄
文
時
代
後

・

晩
期
か
ら
近
世
に
至
る
複
合
遺

跡
で
あ
る
。
近
く
を
流
れ
る
安

原
川

。
中
屋
川
に
よ
っ
て
、
加

賀
郡
津
と
考
え
ら
れ
て
い
る
大

野
湊
と
結
ば
れ
て
お
り
、
ま
た

遺
跡
か
ら
約
二
血
南
東
に
位
置

用

す
る
野
々
市
町
三
日
市
遺
跡
で

金

は
、
北
陸
道
と
み
ら
れ
る
道
路

く

遺
構
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
中



屋
サ
ワ
遺
跡
は
水
陸
交
通
の
要
衝
に
立
地
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

今
回
の
調
査
は
金
沢
市
施
工
の
工
業
団
地
造
成
に
伴
う
も
の
で
あ
り
、
二
〇

〇

一
年
度
に
約

一
五
〇
〇
〇
ポ
、
二
〇
〇
二
年
度
に
約
四
九
〇
〇
♂
を
調
査
し

た
。
遺
跡
の
範
囲
は
調
査
地
南
側
に
位
置
す
る
松
任
市
と
の
市
境
ま
で
延
び
、

そ
の
南
側
は
国
指
定
史
跡
で
あ
る
東
大
寺
領
横
江
庄
遺
跡
と
接
す
る
。
東
側
で

は
奈
良

・
平
安
時
代
の
荘
園
遺
跡
で
あ
る
石
川
県
指
定
史
跡
上
荒
屋
遺
跡
が
約

五
Ｏ
Ｏ
ｍ
隔
て
て
所
在
し
て
お
り
、
本
遺
跡
も
報
告
の
三
号
木
街
の
出
土
か
ら
、

荘
園
に
関
連
し
た
遺
跡
と
考
え
ら
れ
る
。

木
簡
は
二
〇
〇

一
年
度
調
査
に
お
い
て
計
六
点
出
上
し
た
。
溝
跡
Ｓ
Ｄ
四
二

か
ら
の
一
点
の
他
は
、
い
ず
れ
も
川
跡
Ｓ
Ｄ
三
〇
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
判
読
可
能
な
二
点
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

Ｓ
Ｄ
三
〇
は
人
世
紀
中
頃
か
ら
九
世
紀
も
し
く
は

一
〇
世
紀
ま
で
機
能
し
て

い
た
川
跡
で
、
幅
は
最
大
で
約

一
七
ｍ
以
上
、
遺
構
検
出
面
か
ら
の
深
さ
約

一
。
二
ｍ
で
あ
る
。
大
量
の
土
師
器

・
須
恵
器
、
木
製
品
が
出
土
し
て
お
り
、

墨
書
土
器
も
若
千
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
川
の
中
に
は
木
杭
を
打
っ
て
横
板
を
設

け
た
箇
所
が
あ
り
、
水
逗
関
連
施
設
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
川
跡
の
両
側

を
調
査
し
て
い
る
が
、
建
物
は
未
確
認
で
あ
る
。
耕
地
整
理
が
行
な
わ
れ
て
い

る
た
め
に
破
壊
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
縄
文

・
弥
生
時
代
や
中
世
の

遺
構
は
検
出
し
て
い
る
。

Ｓ
Ｄ
四
二
は

一
四
世
紀
に
埋
没
し
た
と
考
え
ら
れ
る
溝
跡
で
、
居
住
域
の
区

画
溝
で
あ
る
。
幅
は
約
ニ
ー
三
ｍ
、
深
さ
は
約

一
ｍ
で
あ
る
。

な
お
、
遺
構
の
年
代
に
つ
い
て
は
現
在
整
理
中
で
あ
る
た
め
に
、　
一
定
程
度

幅
を
も
た
せ
て
お
り
、
若
千
変
更
す
る
場
合
も
あ
り
得
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

。
内
容

川
跡
Ｓ
Ｄ
三
〇

ω
　
・
六
段
百
八
十
歩
　
物
部
須
毛
　
　
十
七
足
原
田
一
町
　
□

・　
　
　
　
　
　
　
　
北
三
段
〔脚
駕
穀
段
国
古
〔酸
ヵ
〕
　

□

（盟
じ
×
（遥
）
×
∞

儲
Ｐ　
第
三
号

濤
跡
Ｓ
Ｄ
四
三

〔
ほ

ヘ
カ
〕

②
　
。
「
い
ろ
は
に
□
□
と

〔
ぬ

る
を
と

名

ち
り
□
□
□
　
　
　
　
　
　
　
　
（Ｐこ

益
泉
ω
ｏお

第
一
号

側
は
上

・
下
端
と
左
辺
が
破
損
し
て
い
る
。
下
方
は
細
く
削

っ
て
お
り
、
先

端
は
尖

っ
て
い
た
か
羽
子
板
の
柄
状
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
側
部
の

破
損
は

「北
三
段
」
の
文
字
の
中
心
線
を
木
簡
の
中
央
と
推
定
し
幅
を
復
元
す

る
と
、
最
大
で
五
ｍｍ
程
度
広
が
る
こ
と
に
な
る
。
内
容
と
し
て
は
、
荘
園
の
条

里

・
土
地
管
理
に
関
す
る
木
簡
と
考
え
ら
れ
、
（坊

〔
坪
〕
十
小
字
地
名
的
名

称
）
十
耕
作
権
所
有
面
積
十
人
名
と
考
え
ら
れ
る
記
載
が
三
カ
所
み
ら
れ
る
。

順
に
み
る
と
、
上
部
欠
損
に
よ
り
不
明
の
坊

（坪
）
で
六
段

一
人
○
歩
を

「物

部
須
毛
」
が
耕
作
権
を
所
有
し
て
い
る
。
残
り
の
三
段

一
人
○
歩
は
耕
作
で
き

な
い
、
も
し
く
は
し
て
い
な
い
、
ま
た
は
他
者
が
権
利
を
所
有
す
る
土
地
に
な



2002年出上の木簡

る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
下
は
、
二
七
の
坊

（坪
）
で

「足
原
田
」
と
い
う
小
字

地
名
的
名
称
を
も
つ
土
地

一
町
に
対
し
て
何
者
か
が
耕
作
権
を
所
有
し
て
お
り
、

最
後
の
一
字
が
人
名
で
あ
れ
ば

「岡
」
の
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
場
合
、
名
字

を
省
略
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
「物
部
岡
」
と
い
う
人
名
に
な
る
可
能
性
が

あ
る

（平
川
南
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
）。
し
か
し
、
文
字
が

一
字
で
あ
る
た
め
に
、

名
前
で
は
な
く
そ
の
土
地
の
性
格
を
示
す
よ
う
な
意
味
を
も
つ
字
で
あ
る
可
能

性
も
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
章

（足
）
が
生
い
茂
る
よ
う
な
土
地
で
あ
る
た
め
、

湿
田
が
基
本
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
裏
面
は
、
あ
る
坊

（坪
）
で
北
の
三

段
を

「国
古
〔酸
Ｘ
と
い
う
人
物
が
耕
作
権
を
所
有
し
て
い
る
が
、
三
段
の
う

ち
二
段
は

「地
子
」
で
、
も
う

一
段
は
欠
け
て
い
る
た
め
不
明
だ
が
、
僅
か
に

残

っ
た
文
字
の
偏
と
、　
一
方
が

「地
子
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「佃
」
が
考
え

ら
れ
る
。
人
名
の
下
に
は
間
を
あ
け
て
不
明
の
一
字
が
み
え
、
表
面
の
最
後
の

ｎ茂
力
〕

一
字
と
同
位
置
に
あ
る
。
な
お
、
こ
の

「国
古
□
」
に
つ
い
て
も

「岡
」
同

様
に
名
字
を
省
略
し
た
人
名
の
可
能
性
が
あ
る

（平
川
南
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
）。

川
跡
Ｓ
Ｄ
三
〇
出
土
遺
物
の
中
心
年
代
は
、
現
在
整
理
中
で
あ
る
た
め
詳
細

は
不
明
だ
が
、
概
ね
八
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
と
考
え
ら
れ
る
。
数
詞
十

「足

原
田
」
と
い
う
書
式
は
人
世
紀
中
頃
に
完
成
し
た
土
地
表
示
法
で
あ
り

（金
田

章
裕
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
）、
Ｓ
Ｄ
三
〇
の
中
心
年
代
と
矛
盾
は
な
い
。
ま
た
、

個
人
名
が
最
低
二
人
は
書
い
て
あ
る
た
め
、
特
定
の
耕
作
者
が
使
用
し
た
も
の

で
は
な
く
、
耕
作
地
の
管
理
者
が
使
用
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

具
体
的
な
使
用
法
は
不
明
だ
が
、
現
地
で
の
土
地
の
管
理
に
用
い
ら
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
奈
良
時
代
の
越
前

・
越
中
国
に
お
け
る
東
大
寺
領
荘
園
に
関

す
る
文
書

・
絵
図
は
比
較
的
豊
富
だ
が
、
後
の
加
賀
国
に
属
す
る
横
江
庄
に
関

す
る
資
料
は
少
な
く
、
い
は
横
江
庄
内
に
お
け
る
具
体
的
な
土
地
と
耕
作
権
所

有
者
が
判
明
す
る
初
め
て
の
事
例
と
し
て
貴
重
な
資
料
と
い
え
よ
う
。

②
は
平
仮
名
を
練
習
し
た
習
書
木
簡
と
考
え
ら
れ
る
。
上
端
は
削
り
に
よ
り

台
形
状
を
呈
し
、
下
へ
向
か
い
幅
が
狭
く
な
る
。
下
端
は
破
損
の
た
め
不
明
。

木
簡
の
釈
読
に
あ
た
っ
て
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
平
川
南
氏
、
京
都

大
学
の
金
田
章
裕
氏
、
法
政
大
学
の
小
日
雅
史
氏
か
ら
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。

（向
井
裕
知
）
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